
発生事実 決定事実 決算情報

発生部門 決定部門

経営方針会議

取締役会

総務部担当常務執行役員（情報管理責任者）

適時開示

経理部

所管する取締役・常務執行役員
事実の報告・付議

重要性・開示要否判断
発表資料案策定

審議・発表資料確定
適時開示実施指示

適時開示実施

公表が緊急を要する場合、取締役会の開催を待たず社長の判断により公表することがあります。
その場合、後日、経営方針会議および取締役会において確認し、承認いたします。

事実の報告
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